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北上川バレーエリア魅力発信業務 仕様書 

１ 本業務の概要                                                                    

（１）趣旨 

本業務は、北上川バレーエリア（盛岡・県南広域振興圏）における自動車・半導体を

中心とする北上川流域の産業集積、豊かな自然と利便性の高い生活環境、そこで暮らす

人々の充実した生活や人生の豊かさ等、エリアの魅力を紹介する動画を制作し、様々な

媒体を通じて広く情報発信することにより、若者の将来的な県内就職やＵＩＪターンに

つなげるもの。 

【北上川バレープロジェクトの狙い（いわて県民計画（2019～2028））】 

県央広域振興圏と県南広域振興圏にまたがる北上川流域において自動車や半導

体関連産業を中心とした産業集積が進み、新たな雇用の創出が見込まれることを生

かし、両振興圏の広域的な連携の更なる促進や、第４次産業革命技術のあらゆる産

業分野、生活分野への導入などを通じて、働きやすく、暮らしやすい、21世紀にふ

さわしい新しい時代を切り拓く先行モデルとなるゾーンの創造を目指します。 

また、本プロジェクトの成果が速やかに他地域に波及していくとともに、広く県

民がその生活利便性を享受することによって、県民全体の暮らしが豊かになること

を目指します。 

（２）業務件名及び数量 

 北上川バレーエリア魅力発信業務 一式 

（３）契約期間 

 契約締結の日から令和８年３月 13日（金） 

（４）委託料の上限額 

   2,183,500円（消費税及び地方消費税を含む） 

  ※ 令和７年度岩手県一般会計当初予算の議決が得られなかった場合及び否決された

場合にあっては、本件業務委託手続を停止することがある。  

※ 国庫の採択がされなかった場合にあっては、本件業務委託手続の一部又は全部を停

止することがある。 

 

２ 業務内容                                                                         

（１）北上川バレーエリアの紹介動画の制作・配信 

   趣旨を踏まえ、北上川バレーエリアの自動車や半導体を中心とする産業集積、豊かな

自然と利便性の高い生活環境、そこで暮らす人々の生活に焦点を当てたオリジナリティ

のある動画を制作すること。 

   内容は、中学生が見ても容易に理解できるレベルとし、視聴者が最後まで飽きずに見

られるものを目指すこと。 

  ア テーマ（例）働きやすい暮らしやすい北上川バレーエリア 

   ・ 北上川バレープロジェクトの概要紹介 

・ 北上川バレーエリアの集積する企業の紹介（自動車・半導体産業を中心） 



・ 豊かな自然と利便性の高い生活環境の紹介 

・ エリアで暮らす人々の生活の紹介 等 

  イ 仕様 

   ・ 原則２本以上とする。 

   ・ １本あたりの放送時間は自由とする。５分程度のものを２本制作や、30秒程度の

ものを５本制作等、企画内容に適した長さ・本数とすること。 

・ 30 秒を超える動画を作る場合、作ったそれぞれの動画について、30 秒を上限と 

した概要版動画（本編が見たくなる構成のティザー動画）を作成すること。（当該テ

ィザー動画は、広告配信用として使用予定。また、県公式 YouTube、県公式 Facebook・

Instagram「いわてのわ」にも掲載する。） 

・ 情報発信力の高いインフルエンサー、地域おこし協力隊、地域の学生等の若者を

出演等により、注目度、話題性及び独自性のある映像となるよう工夫すること。 

・ 起用を予定している人物については、企画提案時において可能な限り出演内諾を

得ていること。また、インフルエンサーなど、発信力が高い人物を起用する場合は、

その人物の公式ＳＮＳアカウント等に本動画視聴を誘導するためのＵＲＬ掲載な

ど、波及効果を高めること。 

（２）プロモーションの展開 

本業務の目的達成及び制作・配信した動画の視聴回数向上のための展開について、予

算額の範囲内であり、実施可能性を十分考慮したものを提案すること。 

ただし、提案内容には以下の内容を盛り込むこと。 

・ YouTube広告等を活用した制作動画の配信。 

・ 新聞、テレビ、ウェブ等のメディアを活用した北上川バレーエリアの魅力発信。 

・ 北上川バレーエリアを象徴するシンボルマークを制作し、それを活用した発信。 

（３）成果品 

  ア 動画制作 

    制作した以下動画コンテンツを収めたＤＶＤ  

  （ア）YouTube掲載用動画 一式（ＭＰ４形式） 

  （イ）YouTube掲載用のサムネイル画像 

  （ウ）動画制作時に撮影した素材データ 一式（白データ） 

  イ プロモーション 

    実施報告書一式（Ａ４判の紙媒体１部及び電子データを収めたＣＤ－Ｒ） 

    ※ YouTube広告等の配信効果（配信対象、配信ツール別の傾向、視聴数の状況な

ど）をまとめた報告書を提出すること。 

  ウ その他 

    上記のほか、必要な書類及びデータを求めることがあること。 

（４）留意事項 

・ 受託者は、本業務の進行過程を含む納品までのスケジュール等を明らかにした事業

計画書を作成し、県の承認を得ること。 

・ 県と協議のうえ業務の詳細を決定し、逐次、県にその進捗状況を報告すること。 



・ 業務完了後、速やかに委託業務完了報告書を作成し、県に提出すること。 

・ 出演者等の関係者との調整、許諾等に要する一切の業務を含むこと。 

・ 本業務に係る経費（キャスティング費、機材調達費、交通費、車両費、コーディネ

ート費、撮影許可取得に要する経費、各種データ使用に関する経費等）の一切を委託

料に含むものであること。 

（５）その他 

   提案上限金額の範囲内で独自の提案を実施することができる。また、受注者は、本業

務を実施するうえで、追加で業務等が必要な場合は提案すること。なお、この場合にお

いて追加提案及び業務に係る費用は受注者の負担とする。 

 

３ 企画提案書の作成等                                                             

（１）企画提案書の作成 

ア コンペ参加者は、「1 本業務の概要」、「２ 業務内容」に沿った内容で、かつ次の事

項を明確にした企画提案書を作成すること。 

(ア) 企画実施のコンセプト・全体イメージ 

(イ) 具体的実施方法（業務内容毎に作成） 

(ウ) 実施スケジュール 

(エ) 業務の管理体制 

イ 企画提案書は、やむを得ないものを除き、原則、縦Ａ４判左綴じ又は横Ａ４判上綴

じにまとめること。 

ウ 企画提案は、コンペ参加者（共同提案にあっては当該共同体）１者につき１提案と

すること。 

エ 企画提案に当たり、写真、記事、イラスト等を使用する場合は、その所有者、保有

者等から承諾を得ること。 

オ 企画提案は、全て企画提案書に記載すること。 

カ 企画提案書にはページ番号を付すこと。 

（２）積算内訳書の作成 

ア 本業務の実施に要する経費の内訳（項目、数量、単価、金額、税等）を明らかにし

た積算内訳書をＡ４判で作成すること。なお、提案に係る費用の総額は、１の（4）に

定める委託料の上限額を超えないこと。 

イ 積算内訳書は任意の様式によるものとし、企画提案書と別冊で作成すること。なお、

様式は任意とするが、岩手県知事あてに、参加者の商号又は名称、代表者職氏名を記

載、社印及び代表者印を押印の上、提出すること。 

（３）企画提案書等の提出 

ア 企画提案書等の提出部数は、次のとおりとする。 

(ア) 企画提案書 ６部 

(イ) 積算内訳書 ６部 

イ 一度提出した企画提案書等は、これを書換え、引換え、撤回することができないも

のとする。 



（４）企画提案の無効 

下記のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。 

ア 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 90 条（公序良俗違反）、第 93 条（心裡留保）、

第 94 条（虚偽表示）又は第 95 条（錯誤）に該当する企画提案 

イ 企画コンペ参加表明書を提出していない者からの企画提案 

ウ 企画提案書等の提出期限到来後に提出された企画提案 

エ その他、本実施要領に定める事項に反した企画提案 

 

４ 契約に関する条件                                                                

（１）再委託等の制限 

受託者は、本業務の全部又は本業務の企画若しくは制作等を一括して第三者に委託し、

又は請け負わせてはならない。 

（２）再委託の相手方 

受託者は、４の(1)により本業務の一部を第三者に委託する場合には、当該委託の相

手方を岩手県内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならな

い。 

（３）業務履行に係る関係人に関する措置要求 

ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、そ

の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

イ 県は、４の(2)により受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適

当と認められる者があるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、

必要な措置を取るべきことを請求することができる。 

ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に県に書面で通知しなければ

ならない。 

（４）権利の帰属等 

本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権

等に関しては、原則として委託料の支払いが完了したときをもって受託者から県に移転

することとするが、その詳細については、県及び受託者間で協議の上定める。 

（５）機密の保持 

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三

者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様とする。 

（６）個人情報の保護 

受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関す

る法律（平成 15年法律第 57号）及び個人情報の保護等に関する条例（令和４年岩手県

条例第 49号）を遵守しなければならない。 

５ その他留意事項                                                                

本事業は、国の交付金を活用して実施することから、会計検査院による実地検査の対象

となること。 


